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関東農政局土地改良技術事務所 



 

第１章 総  則 

（適用範囲） 

第１－１条  

 

（目 的） 

第１－２条 

 

（調査対象） 

第１－３条 

 

 

（管理技術者） 

第１－４条 

 

（担当技術者） 

第１－５条 

 

（配置技術者の確認） 

第１－６条 

 

（保険加入） 

第１－７条 

 

（機密の保持） 

第１－８条 

 

（著作物の使用等） 

第１－９条 

 

（履行確実性評価の

達成状況の確認） 

第１－１０条  

 

第２章 業務内容 

（業務概要） 

第２－１条 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査対象業者の

選定） 

第２－２条 

 

（価格の条件） 

第２－３条 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

 調査対象範囲は、関東農政局管内における国営農業農村整備事業の実施範囲

で、別紙－１に示す地域名・地区名のとおりである。 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

 変更なしにつき省略 

 

 

 変更なしにつき省略 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

 変更なしにつき省略 

 

 

 

 変更なしにつき省略 

 

 

 

資材等価格表（労務単価・資材単価及び機械損料・仮設材損料）（以下、資

材等価格表）、市販図書等に掲載のない資材等で、業務・工事の積算に必要が

生じた都度行う価格調査である。 

調査は、資材等の取引実態に基づき実勢取引価格（消費税及び地方消費税を

含まず）の調査を実施するものとする。 

調査品目数は別紙－２のとおり予定している。 

なお、別紙－２に示す資材区分の分類は、別紙－３を参考に行うものとす

る。 

 

 

 

 変更なしにつき省略 

 

 

 変更なしにつき省略 



（調査方法） 

第２－４条 

 

（調査時期等） 

第２－５条 

 

(調査価格の決定） 

第２－６条 

 

（価格の決定根拠） 

第２－７条 

 

（再委託） 

第２－８条 

 

（資料の貸与） 

第２－９条 

 

第３章 業務管理 

(情報共有システ

ムの業務) 

第３－１条 

 

第４章 打合せ 

（打合せ） 

第４－１条 

 

第５章 成果物 

（成果物） 

第５－１条 

 

(成果物の提出） 

第５－２条 

 

第６章 契約変更 

（契約変更） 

第６－１条 

 

第７章 定めなき

事項 

（定めなき事項） 

第７－１条 

 

 変更なしにつき省略 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

 

変更なしにつき省略 

 

 

 

 

変更なしにつき省略 

 



別紙－１ 

調査対象地域一覧表 
 

地域名 地区名 関係市町村 事業(務)所名 住  所 

茨城 

〃 

御前山 

  〃 

常陸大宮市  

  〃 

那珂川沿岸農業水利事業

所 

  〃 

茨城県水戸市中河内

町960-1 

〃 

常北 

  〃 

那珂市、城里町、常陸大宮市 

〃 

水戸 

  〃 

水戸市、ひたちなか市、那珂市、茨城町、大洗町、 

東海村 

  〃 

茨城中部農地整備事業所

（水戸地区のみ） 

  〃 

茨城県東茨城郡茨城

町大字小堤1023-1 

〃 

鬼怒川 

南部 

  〃 

古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、

八千代町 

  〃 

栃木南部農業水利事業所

鬼怒川南部支所 

  〃 

栃木県小山市中央町

３－７－１ 

栃木 

〃 

栃木南部 

 

 

  〃 

栃木市、小山市、野木町 

 

 

  〃 

栃木南部農業水利事業所 

栃木南部農業水利事業所

鬼怒川南部支所 

  〃 

栃木県小山市中央町

３－７－１ 

 

群馬 

〃 

赤城 

  〃 

前橋市、渋川市 
  〃 

利根川水系土地改良調査

管理事務所 赤城西麓支

所 

  〃 

群馬県渋川市石原32

0-2 

 
〃 

利根・沼田 

  〃 

沼田市、昭和村 

埼玉 

〃 

荒川中部 

 

  〃 

本庄市、深谷市、寄居町 

 

  〃 

荒川中部農業水利事業所 

 

  〃 

埼玉県深谷市岡2381

-1 

－ 

利根中央 

 

－ 

行田市、加須市、春日部市、羽生市、越谷市、久喜市 

 

－ 

利根川水系土地改良調査

管理事務所 

－ 

千葉県柏市根戸471-

65 

千葉 

〃 

印旛沼 

 

  〃 

佐倉市、成田市、八千代市、印西市、栄町、酒々井町 

 

  〃 

印旛沼二期農業水利事業

所 

  〃 

千葉県佐倉市宮小路

町28 

〃 

手賀沼 

 

  〃 

 

船橋市、松戸市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、

鎌ケ谷市、印西市、白井市 

  〃 

 

手賀沼農地防災事業所 

 

千葉県柏市根戸471-

1 

千葉県印西市木下東

2-4-1 

〃 

旭 

  〃 

旭市、東庄町 
  〃 

利根川水系土地改良調査

管理事務所 大利根用水

支所 

  〃 

千葉県旭市ロ1247-4 

 

 
〃 

匝瑳 

  〃 

匝瑳市、横芝光町 

山梨 
〃 

釜無 

  〃 

韮崎市、南アルプス市 

  〃 

西関東土地改良調査管理

事務所 釜無川支所 

  〃 

山梨県南アルプス市

飯野2812-1 

長野 
〃 

竜西 

  〃 

飯田市、松川町、高森町 

  〃 

西関東土地改良調査管理

事務所 竜西支所 

  〃 

長野県飯田市高羽町

6-1-5 

静岡 

〃 

浜松 

  〃 

浜松市（旧浜松市、旧浜北市、旧細江町） 
  〃 

三方原用水二期農業水利

事業 

  〃 

静岡県浜松市中区砂

山町350-5  
〃 

天竜 

  〃 

浜松市（旧天竜市） 

〃 

袋井・ 

磐田 

  〃 

磐田市・袋井市 

 

  〃 

西関東土地改良調査管理

事務所 

  〃 

静岡県菊川市加茂22

80-1 

８県 
17 

18地区 

     13 

14事業所等 
 

上段：当初 

下段：第1回変更 



別紙－２ 

上段：当初    

下段：第1回変更 

（建設資材価格随時調査内容及び予定品目数） 

なお、上記についての取扱は以下のとおりとする。 

１）同一品目となる資材であっても 30規格を超えた場合は、別品目として資材区分を別途設定して扱

う。 

２）同一品目となる資材であっても調査時期が異なれば別品目扱いとする。 

３）上記同様、同一資材であっても調査地点が異なる場合は別品目扱いとする。 

４）図面付き資材（Ｃ資材区分）であっても、標準品として判断される場合は、ＡまたはＢ資材区分の

扱いとする。 

資材 

区分 
調 査 対 象 資 材 

予定品目数 

(全体)  

Ａ 

原則として、別紙－１に示す調査対象地域内の生産拠点

等を対象に調査可能な資材等でかつ、調査対象業者が確

保されており、図面等によらない標準品（原則として市

中流通品）ないし、市販図書掲載資材等に準ずるもの。 

①同一資材10規格以下

の調査を行う場合 

(62) 

56 

②同一資材11規格以上

20規格以下の調査を

行う場合 

(2) 

5 

③同一資材21規格以上

30規格以下の調査を

行う場合 

(1) 

2 

Ｂ 

原則として、別紙－１に示す調査対象地区内の生産拠

点等を対象に調査可能な資材等でかつ、現地あるいは

周辺地区に調査員が実査に入る必要があり、図面等に

よらない標準品（原則として市中流通品）ないし、市

販図書掲載資材等に準ずるもの。 

①同一資材10規格以下

の調査を行う場合 

(5) 

8 

②同一資材11規格以上

20規格以下の調査を

行う場合 

(〃) 

1 

③同一資材21規格以上

30規格以下の調査を

行う場合 

(1) 

0 

Ｃ 

発注者側からの指定図面に基づく仕様で調査を実施す

る資材等である。ただし、簡易な資材等は除く。 

なお、簡易な資材等の判定は、以下の基準による。 

①市販図書掲載資材等に準ずるものであり、調査先、見積

依頼先の選定が比較的容易である。 

②当該資材等または類似品の市場情報を保有し、調査か

ら報告までに比較的時間を要しないもの。 

①同一資材10規格以下

の調査を行う場合 

(19) 

14 

②同一資材11規格以上

20規格以下の調査を

行う場合 

(1) 

3 

③同一資材21規格以上

30規格以下の調査を

行う場合 

(1) 

4 

Ｄ 

施設機械工事で使用する図面付き資材等（Ｃ資材区分）の

うち、市販図書掲載品目に準じない機械・電気設備関連

製品。（５資材まで） 

(40) 

42 

Ｅ 

原則として、別紙－１に示す調査対象地区内の産業廃

棄物処理許可業者（貸与資料参照）を基に、産業廃棄

物処理価格を聞き取り調査する。（３～５社程度）原則

として、中間処理を基本とするが、経済的に不利と 

なる場合は最終処分とする。 

(3) 

2 

Ｆ 

市場単価（材料費、労務費、機械経費等を含む価格）

が存在する工事費。（施工条件が分かる図面等の添付有

り。） 

(14) 

0 



- 1 - 

別紙－３ 変更なしにつき省略 
 
 
別紙－４ 変更なしにつき省略 
 
 
別紙－５ 変更なしにつき省略 




